
(57)【要約】
【目的】一般人が綱渡り遊戯を手軽に且つ安全に楽しむ
こと実現し得る走行車及びこれを用いた遊戯装置を提供
する。
【構成】綱渡り用のロープ（９）を挟んで上下に配設し
た一組の車輪（１），（２）と、車輪（１），（２）を
相互に接続せしめる接続部材（５）と、車輪（１），
（２）を回転せしめる駆動手段（３）と、車輪（１）に
接続せしめた遊戯者搭乗用の座席（４）と、綱渡り用ロ
ープ（９）に対し下側の車輪（２）側に位置するように
車輪（１）に接続せしめた錘体（８）とから構成する。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  綱渡り用のロープを挟んで上下に配設し
た一組の車輪と、該車輪を相互に接続せしめる接続部材
と、前記車輪を回転せしめる駆動手段と、前記車輪に接
続せしめた遊戯者搭乗用の座席と、前記綱渡り用ロープ
に対し前記下側の車輪側に位置するように前記車輪に接
続せしめた錘体とからなる綱渡り用走行車。
【請求項２】  前記座席を水平回転自在に設けた請求項
１記載の綱渡り用走行車。
【請求項３】  一定の間隔を隔てて設けた第１及び２の
ステーションと、こ第１ステーションと第２ステーショ
ンとの間に張り渡した綱渡り用ロープと、綱渡り用の走
行車からなり、該走行車を、前記綱渡り用のロープを挟
んで上下に配設した一組の車輪と、該車輪を相互に接続
せしめる接続部材と、前記車輪を回転せしめる駆動手段
と、前記車輪に接続せしめ、且つ水平回転自在に設けた
遊戯者搭乗用の座席と、前記綱渡り用ロープに対し前記
下側の車輪側に位置するように前記車輪に接続せしめた
錘体とから構成した遊戯装置。
【請求項４】  前記駆動手段がモータ又はエンジンより
なる請求項１乃至３記載のいずれかの綱渡り用走行車又
は遊戯装置
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、綱渡り遊戯若しくは演
技に用いて好適な走行車に関する。
【０００２】
【従来の技術】サーカス等で演技される綱渡りは、バラ
ンスをとるためのバーを演技者が持ち、これを左右に移
動させることでバランスを維持しながら演技者がロープ
状を歩いて一方から他方に渡るというものである。かか
る綱渡りは落下の危険を常に孕み、観る者に緊張感とス
リル感を与える。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、当該綱
渡りは相当の訓練を積み、熟練の域に達しなければこれ
を正確には行うことができないものである。従って、一
般人がこの綱渡りを遊戯として演じることは、安全上の
問題から殆ど不可能であった。
【０００４】その一方で、一般人がこのような危険な遊
戯を手軽に且つ安全に楽しむことができれば、一般生活
者は多様な趣味感を手に入れることができる。
【０００５】本発明は、以上の実情に鑑みなされたもの
であって、一般人が綱渡り遊戯を手軽に且つ安全に楽し
むこと実現し得る走行車及びこれを用いた遊戯装置の提
供を目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
の本発明の請求項１にかかる発明は、綱渡り用のロープ
を挟んで上下に配設した一組の車輪と、該車輪を回転せ

しめる駆動手段と、該車輪に接続せしめた遊戯者搭乗用
の座席と、前記綱渡り用ロープに対し前記下側の車輪側
に位置するように前記車輪に接続せしめた錘体とから構
成したことを要旨とし、請求項２にかかる発明は前記座
席を水平回転自在に設けたことを要旨とする。
【０００７】また、請求項３にかかる発明は、一定の間
隔を隔てて設けた第１及び第２のステーションと、この
第１ステーションと第２ステーションとの間に張り渡し
た綱渡り用ロープと、綱渡り用の走行車からなり、該走
行車を、前記綱渡り用のロープを挟んで上下に配設した
一組の車輪と、該車輪を相互に接続せしめる接続部材
と、前記車輪を回転せしめる駆動手段と、前記車輪に接
続せしめ、且つ水平回転自在に設けた遊戯者搭乗用の座
席と、前記綱渡り用ロープに対し前記下側の車輪側に位
置するように前記車輪に接続せしめた錘体とから構成し
たことを要旨する。尚、前記請求項１乃至３の発明にお
ける駆動手段をモータ又はエンジンにより構成すること
ができる。
【０００８】
【作用及び効果】本発明によれば、まず、遊戯者が適宜
な場所で走行車の座席に着座し、駆動手段を駆動する。
これにより、車輪が回転し、走行車は前進又は後退す
る。その際、走行車は前後，左右等に揺動するが錘体を
設けているので、ロープよりも上の部分によって生じる
モーメントよりも下の部分によって生じるモーメントの
方が大きく、錘体が最も下方に位置した姿勢で走行車は
安定する。従って、特別な訓練を受けていない遊戯者で
あっても容易に綱渡り遊戯を楽しむことができる。一
方、遊戯者は揺動によるスリル感を味わうことができ
る。
【０００９】また、座席を水平回転自在に設けたので、
走行車を進行せしめる方向に座席の向きを回転すること
で、遊戯者は常に進行方向に向かった姿勢で走行車を運
転できる。従って、遊戯者は第１ステーションと第２ス
テーションとの間を容易に往復移動することができる。
また、駆動手段をモータ又はエンジンにより構成すれば
走行車を自動的に走行させることができる。
【００１０】
【実施例】以下、本発明の実施例について添付図面に基
づき説明する。まず、綱渡り用の走行車について説明す
る。
【００１１】（実施例１）図１に示すように、実施例１
の綱渡り用走行車は、綱渡り用のロープ（９）を挟み上
側に設けた１個の上部車輪（１）及び下側に設けた２個
の下部車輪（２），（２）と、この上部車輪（１）を回
転せしめる駆動手段（３）と、上部車輪（１）と下部車
輪（２）とを接続する接続フレーム（５）と、支持フレ
ーム（６）を介して前記上部車輪（１）に接続せしめた
座席（４）と、吊下フレーム（７）を介して前記上部車
輪（１）に接続せしめた錘体（８）とからなる。
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【００１２】前記上部車輪（１）及び下部車輪（２）は
タイヤを外した公知の自転車の車輪と略同じ構成を備え
るものであり、その外周面に凹部（１ａ），（２ａ）を
それぞれ備える。また、上部車輪（１）及び下部車輪
（２）の車軸（図示せず）はそれぞれ軸受（１ｂ），
（２ｂ）により回転自在に軸支されている。また、上部
車輪（１）及び下部車輪（２）の凹部（１ａ），（２
ａ）に前記ロープ（９）が嵌まり込んだ状態で、且つ所
定の圧力で上部車輪（１）及び下部車輪（２）がロープ
（９）に当接している。
【００１３】前記駆動手段（３）はペダル（３ａ）から
なり、このペダル（３ａ）を上部車輪（１）の車軸（図
示せず）に直結している。
【００１４】前記接続フレーム（５）は軽量のパイプ部
材よりなり、前記軸受（１ｂ）と軸受（２ｂ），（２
ｂ）とを相互に接続している。
【００１５】前記座席（４）は遊戯者（Ｙ）が安定して
着座できるように構成したものであって、座部（４ａ）
と背部（４ｂ）とシートベルト（４ｃ）とからなる。な
お、図示するごとく、シートベルト（４ｃ）は遊戯者
（Ｙ）の肩部及び腰部に装着できるようになっている。
そして、この座席（４）をフォーク状の軽量パイプ部材
である支持フレーム（６）を介して前記上部車輪（１）
の軸受（１ｂ）に接続している。また、この座席（４）
を矢示Ａ－Ｂ方向に回転自在に設けるとともに、ロック
機構（図示せず）を設けて座席（４）を所定の位置に固
定できるようにしている。
【００１６】錘体（８）は、吊下フレーム（７）に支持
されるものであり、この錘体（８）の重量を、遊戯者
（Ｙ）が前記座席（４）に着座した状態における前記ロ
ープ（９）より上の部分の重量が下の部分の重量よりも
軽くなるように設定している。そして、吊下フレーム
（７）はフォーク形状をした軽量パイプ部材で構成した
ものであり、このフォーク形状先端部を前記上部車輪
（１）の軸受（１ｂ）に固着している。
【００１７】次に、以上の構成を備える実施例１の走行
車の作動態様について図２に基づき説明する。
【００１８】まず、所定のバランスを維持できる場所で
遊戯者（Ｙ）が座席（４）に着座し、シートベルト（４
ｃ）を装着する。ついで遊戯者（Ｙ）は足をペダル（３
ａ）に掛けてこれを漕ぐ。図２に示すように、矢示Ｃ方
向に漕げば上部車輪（１）が同方向に回転し、下部車輪
（２）が従動して走行車は矢示Ｅ方向（前進方向）に進
み、矢示Ｄ方向に漕げば矢示Ｆ方向（後退方向）に進
む。
【００１９】そして、この例では１個の上部車輪（１）
と２個の下部車輪（２）との合計３個の車輪でロープ
（９）を挟んだ構成としたので、前後方向の走行車の姿
勢は安定しており、当該方向の揺動は比較的少ない。一
方、ロープ（９）を中心軸とした軸回りには揺動し易い

が、前述のようにロープ（９）より上の部分の重量が下
の部分の重量よりも軽くなるように設定した錘体（８）
を設けているので、走行車が軸回りに傾いた際に生じ
る、錘体（８）を含むロープ（９）より下の部分のモー
メントの方は上の部分のモーメントよりも大きく、従っ
て、走行車が軸回りに傾いたとしても、走行車図２に示
す姿勢に容易に復元する。
【００２０】以上のように、実施例１の走行車によれ
ば、特別な訓練を積んでいない者にでも容易に綱渡り遊
戯を楽しませることができる。また、遊戯者（Ｙ）はシ
ートベルト（４ｃ）により座席（４）にしっかりと保持
されており、遊戯者（Ｙ）が下方に落下することはなく
安全であり、更に、図示するごとく、上部車輪（１），
下部車輪（２），接続フレーム（５），吊下フレーム
（７）で構成した閉じられた構造にロープ（９）を通し
た構成としているので、上部車輪（１），下部車輪
（２）がロープ（９）から外れたとしても走行車は下方
に落下することはなく、安全である。一方、遊戯者
（Ｙ）は走行車が軸回りに揺動することで、スリル感を
味わうことができる。
【００２１】（実施例２）次に、実施例２の走行車につ
いて図３に基づき説明する。
【００２２】同図に示すように、この走行車は１個の上
部車輪（１）と１個の下部車輪（２）とでロープ（９）
を挟んだ構成とし、上部車輪（１）と下部車輪（２）と
を接続フレーム（５）で接続するとともに、吊下フレー
ム（７）を下部車輪（２）に接続した構成としたもので
あり、他の構成は前述の実施例１の走行車と同じ構成で
ある。
【００２３】この走行車によれば、ロープ（９）を中心
とした軸回りの揺動だけではなく、前後方向の他、ロー
プ（９）と上部車輪（１），下部車輪（２）との接点を
中心としたあらゆる方向に揺動するが、上述したモーメ
ントの関係から走行車は容易に元の姿勢に復元する。一
方、遊戯者（Ｙ）はかかる揺動により、更に増したスリ
ル感を味わうことができる。
【００２４】図４にこの例の変形例を示す。この走行車
は下部車輪（２）にペダル（３ａ）を設けたものであ
る。この走行車によっても実施例２の走行車と同様の作
用を奏する。
【００２５】（実施例３）次に、図５及び７に基づいて
実施例３の走行車について説明する。
【００２６】同図に示すように、この走行車は前述の実
施例２の走行車における上部車輪（１），座席（４），
シートベルト（４ｃ），支持フレーム（６），駆動手段
（３）で構成される部分を２組設け、２個の上部車輪
（１）と１個の下部車輪（２）を接続フレーム（５）で
接続したものであり、他の構成は実施例２の走行車と同
じである。
【００２７】この走行車によれば、図７に示すように、
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２人の遊戯者（Ｙ）が同時に綱渡り遊戯を楽しむことが
でき、一体感のある遊戯を楽しむことができる。
【００２８】同様に２人の遊戯者（Ｙ）が同時に遊戯を
行うことのできる変形例を、図６及び８に示す。この走
行車は前述の実施例１における走行車を変形したもので
あって、座席（４）と駆動手段（３）の構成が異なるも
のである。
【００２９】同図に示すように、座席（４）は後座部
（４ｄ）と前座部（４ｅ）とからなり、後座部（４ｄ）
にシートベルト（４ｃ）を、前座部（４ｅ）に把手（１
３）及びシートベルト（４ｆ）をそれぞれ備える。
【００３０】また、前記駆動手段（３）は、プーリ（１
０ａ）と、これを支持する支持フレーム（１１）と、プ
ーリ（１０ａ）に直結したペダル（３ａ）とからなる構
成を上部車輪（１）の前後に配設し、且つ上部車輪
（１）に２個のプーリ（１０ｂ）を設け、２組のプーリ
（１０ａ）とプーリ（１０ｂ）とをそれぞれベルト（１
２）で連結したものである。
【００３１】この走行車によれば、図８に示すように、
２人の遊戯者（Ｙ）が同時に遊戯を楽しむことができ
る。
【００３２】（実施例４）次に、前述の実施例１乃至３
において説明した走行車を用いて好適な遊戯装置の例を
図９に基づいて説明する。
【００３３】図９に示すように、この遊戯装置は所定の
間隔を隔てて設けた第１のステーション（２０）及び第
２のステーション（２１）と、第１のステーション（２
０），第２のステーション（２１）間に張り渡した複数
のロープ（９）とからなる。また、この第１のステーシ
ョン（２０）及び第２のステーション（２１）にはそれ
ぞれ切り込み（２２），（２３）を設けており、この切
り込み（２２），（２３）に前記ロープ（９）が入り込
むように当該ロープ（９）を設けている。
【００３４】遊戯者（Ｙ）は、例えば、第２のステーシ
ョン（２１）から第１のステーション（２０）に向けて
走行車に乗って移動し、ついで、座席（４）を反転させ
て、再び第２のステーション（２１）に向けて移動する
といったように、第１のステーション（２０）と第２の
ステーション（２１）との間を往復移動することができ
る。また、前述のように切り込み（２２），（２３）の
間にロープ（９）を入り込ませた状態で設けているの
で、遊戯者（Ｙ）は第１のステーション（２０）及び第
２のステーション（２１）の奥まで走行車に乗ったまま
移動でき、各ステーション（２１），（２２）における
走行車への乗り降りを容易に行うことができる。
【００３５】以上、本発明の具体的実施例について説明
したが、実施例１乃至４の走行車及び遊戯装置はあくま
でも一例として例示したものであって、本発明の具体的
態様がこれに限られないことは言うまでもないことであ
る。特に付言するならば、前記上部車輪（１），下部車

輪（２）の数、座席（４）の数等はこの例に限られるも
のではなく、適宜設定しうる事項である。また、前記駆
動手段（３）をペダル（３ａ）により構成したが、図１
０に示すようにモータ（２４）により構成してもよい。
この場合に、モータ（２４）は前記錘体（８）をも兼ね
ており、ハンドル（２５）に設けた駆動レバー（２６）
を操作することにより駆動せしめられる。（２７）はブ
レーキレバーとなっている。尚、モータ（２４）はエン
ジンであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例である実施例１の走行車を示
す斜視図である。
【図２】実施例１の走行車の作用を説明するための説明
図である。
【図３】実施例２の走行車を示す斜視図である。
【図４】実施例２の走行車の変形例を示す斜視図であ
る。
【図５】実施例３の走行車を示す斜視図である。
【図６】実施例３の走行車の変形例を示す斜視図であ
る。
【図７】実施例３の走行車の作用を説明するための説明
図である。
【図８】実施例３の変形例にかかる走行車の作用を説明
するための説明図である。
【図９】実施例４の遊戯装置の全体を示す斜視図であ
る。
【図１０】他の例にかかる走行車を示す斜視図である。
【符号の説明】
Ｙ  遊戯者
１  上部車輪
２  下部車輪
３  駆動手段
４  座席
５  接続フレーム
６  支持フレーム
７  吊下フレーム
８  錘体
９  ロープ
１０ａ  プーリ
１０ｂ  プーリ
１１  支持フレーム
１２  ベルト
１３  把手
２０  第１のステーション
２１  第２のステーション
２２  切り込み
２３  切り込み
２４  モータ
２５  ハンドル
２６  駆動レバー
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２７  ブレーキレバー

【図１】 【図２】 【図３】

【図７】 【図８】
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【図４】 【図５】

【図９】
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【図６】 【図１０】

(7)                         特開平８－３８６４８


